
-
議
案
第
二
十
号

三
朝
町
老
人
層
室
生
傍
輩
金
及
び
障
害
者
住
宅
整
備
資
金
貸
付
け
に
艶
す
る

条
例
の
1
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
老
人
居
室
整
備
資
金
及
び
障
害
者
住
宅
整
備
資
金
盛
付
け
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
'
地
方
色
治
績
(
暗
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
宗
九
十
六
集
束
1
項
の
規
定
に

よ
り
'
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
｡

暗
和
六
十
三
年
三
月
十
l
日

三

朝

町

長

　

　

安

　

　

田

　

　

美

　

1

　

郎

笥
六
冶
夢
畢
参
月
世
事
日
原
寮
可
決

三
朝
町
観
各
級
長
安
井
由
符



三
朝
町
条
例
弟

号

三
朝
町
老
人
居
室
盤
備
資
金
及
び
障
害
者
住
宅
盤
偏
重
金
貸
付
け
に
的
す
る

条
例
の
一
ノ
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
若
人
居
室
盤
備
資
金
及
び
障
車
者
住
宅
整
備
資
金
貸
付
け
に
関
す
る
条
例
(
昭
和
五
十
四
年
三
朝
町

条
例
第
十
号
)
　
の
1
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

題
名
中
｢
老
人
息
室
生
傭
資
金
｣
を
｢
高
齢
者
住
宅
盤
備
資
金
｣
に
改
め
る
｡

第
1
集
中
｢
老
人
居
室
｣
を
｢
高
齢
者
住
宅
｣
に
改
め
る
｡

弟
二
条
の
見
出
し
及
.
び
同
条
第
一
項
中
｢
老
人
｣
を
｢
高
齢
者
｣
に
改
め
る
｡

璽
二
条
中
r
老
人
居
室
整
備
葉
金
｣
を
｢
高
齢
者
住
宅
盤
備
葉
金
｣
に
'
｢
老
人
｣
を
｢
高
齢
者
｣
に
改
め

る
｡

l

弟
由
集
中
｢
老
人
居
室
整
備
業
金
｣
を
｢
高
齢
者
住
宅
盤
傭
資
金
｣
L
i
.
｢
老
人
専
用
息
童
の
増
築
ま
七
は

改
築
｣
を
｢
高
齢
者
専
用
居
室
等
の
増
改
築
又
は
改
造
(
維
持
補
修
的
な
も
の
は
除
く
｡
)
｣
に
改
め
る
｡

美
玉
集
中
｢
老
人
居
室
整
備
葉
金
｣
を
｢
高
齢
者
住
宅
盤
備
紫
金
｣
に
'
｢
盲
四
十
万
円
｣
を
｢
二
百
二
万

円
｣
に
t
 
r
二
百
万
円
｣
を
｢
二
百
二
万
円
｣
に
改
め
る
｡

弟
六
条
か
ら
弟
/
<
条
ま
で
の
規
定
中
｢
老
人
唐
主
客
傭
資
金
｣
む
｢
高
齢
者
住
宅
乾
傭
資
金
｣
に
改
め
る
｡
-



′

第
九
条
か
ら
弟
十
1
条
ま
で
の
規
定
中
｢
老
人
居
室
整
備
工
事
｣
を
｢
高
齢
者
住
宅
整
備
工
事
｣
に
改
め
る
｡

第
十
田
条
第
二
項
中
｢
老
人
居
室
隻
傭
資
金
｣
を
｢
高
齢
者
住
宅
整
備
資
金
｣
に
改
め
る
｡

第

十

五

条

中

｢

九

･

八

五

五

パ

ー

セ

y

工

を

二

〇

パ

ト

セ

ン

ト

｣

に

改

め

る

｡
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(
施
行
期
日
)

こ
の
条
例
は
'
昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(
経
過
措
置
)

改
正
前
の
老
人
居
を
整
備
資
金
及
び
障
害
者
住
宅
準
備
資
金
貸
付
け
に
関
す
る
条
例
ゐ
規
定
に
基
づ
い
て
ノ

貸
付
け
ら
れ
た
義
人
居
室
集
傭
資
金
に
つ
い
て
は
'
改
正
後
の
高
齢
者
住
宅
盤
備
資
金
及
び
障
害
者
住
宅
集

備
賀
金
貸
付
け
に
関
す
る
条
例
の
.
規
定
に
基
づ
き
貸
付
け
ら
れ
た
資
金
と
み
な
す
｡
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